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非公式訳 

投資委員会布告 

第 Sor.3/2567 号 

件名：国際的な音楽、スポーツ、フェスティバル開催事業への投資奨励 

-------------------------------------------------- 

仏暦 2565年（2022年）12月 8日付投資委員会布告第 9/2565号「国家の発展

にとって重要な産業への投資奨励措置」に引き続き、 

タイを地域の観光の中心地（Tourism Hub）にし、ワールドクラスのイベント

（World Class Events）の開催地に高めるべく国の経済成長を生み出すため、投資委員会は

仏暦 2520 年（1977 年）投資奨励法第 16 条の権限に基づき、仏暦 2565年（2022年）12

月 8日付投資委員会布告第 9/2565号巻末の 10類に内容を追加し、業種、条件および恩典を

以下の通り定める。 

 

10類 高付加価値サービス 

 

業種 条件 恩典 

10.8.11 国際的な音楽、スポ

ーツ、フェスティバル

開催 

1. 事務局が同意した事業範囲に沿った、国際的な音

楽、スポーツ、フェスティバル開催の事業計画を有す

ること。但し、主に会議と展示会の開催は除く。 

2. 事務局が同意した国際的な音楽、スポーツ、フェス

ティバルの運営に関連する支出である最低投資金額

は、イベントごとに 1億バーツ以上であること。 

3. 恩典を行使する前に、権利入札（Bidding）の契約書

や、事務局が同意した事業範囲に沿った国際的な音

楽、スポーツ、フェスティバル開催の権利の所有権を

示す書類を添付するとともに、イベント開催計画を事

務局に提出し同意を得ること。 

4. 機械の輸入期限の延長は認められない。 

5. 機械の使用年数を決定せずにプロジェクトで海外か

らの中古機械の使用が許可される。また機械性能、環

境への影響およびエネルギーの使用に関して信頼でき

る機関からの証明書の取得は不要である。 

恩典 

奨励証書発給日より以下のような恩典を 3 年間付与す

る。 

1. 機械輸入税の免除 

2. 外国人の入国許可および被奨励プロジェクトでの外

国人技術者または専門家の入国・就労許可 

B 
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尚、只今より有効とする。 

 

発布日：仏暦 2567年（2024年）4月 22日 

 

 

 

パーンプリー・パヒターヌコーン 

（パーンプリー・パヒターヌコーン） 

副首相 

投資委員会委員長 

 


